
補助限度額   ￥２,０００,０００ 
※耐震診断費用（規模に応じて定められる上限額あり）の 2/3 

耐震診断 

補助限度額   ￥３,０００,０００ 
※耐震設計費用（規模に応じて定められる上限額あり）の 2/3 

耐震設計 

補助限度額 ￥２８,０００,０００ 
※耐震改修費用（規模に応じて定められる上限額あり）の 1/3 

耐震改修 

分譲マンション耐震化補助金交付制度 

新耐震基準が施行された昭和 56 年 5 月 31 日以前に建築主事の確認を受けて建築された

分譲マンションの耐震化に係る費用の一部を補助します。 

≪補助額≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪補助対象者≫ 

分譲マンションの管理組合 

※総会での議決が必要です。 

≪補助対象分譲マンション≫ 

次の全てに該当する分譲マンション 

（1）昭和 56年 5月 31日以前に建築主事の確認を受けて建築されたもの 

（2）建築基準法に適合したもの 

（3）3階以上、延べ面積 1000m2以上の耐火・準耐火建築物 

（4）大規模災害時には水道水やトイレを提供するなど、徒歩帰宅者等に対する 

支援を行うもの（耐震改修のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

≪お問合せ先≫ 

吹田市 都市計画部 開発審査室 耐震担当（市役所 低層棟２階 ２１３番窓口） 

直通電話 ０６－６３８４－１９１０ 

代表電話 ０６－６３８４－１２３１ 内線２６９４ 

ＦＡＸ  ０６－６３６８－９９０１ 

〒564－8550 吹田市泉町１丁目３番４０号 



口座振込 

交付決定通知書 

分譲マンション耐震化補助金交付申請の流れ 

 

事前協議完了通知書 

着手届 

事前協議申請書と下記添付書類 

診断 設計 改修 添付書類 

〇 〇 〇 確認済証の写し又は検査済証の写し 

〇 〇 〇 
登記事項証明書又はその写し 

（管理組合の代表者に限る。） 

〇 〇 〇 事業の実施に関する集会の議事録の写し 

 〇 〇 耐震性が不足していることを証する書類 

  〇 
工事内容を示す書類 

（判定委員会による評価・判定を受けたもの） 

〇   
耐震診断技術者の資格を証する書類 

（建築士免許証及び耐震診断講習受講修了証） 

 〇 〇 
耐震改修技術者の資格を証する書類 

（建築士免許証及び耐震改修講習受講修了証） 

  〇 建設業法第 3条第 1項の許可証 

  〇 事業の工程表 

〇 〇 〇 事業にかかる費用の見積書又はその写し 

△ △ △ 
全体設計承認申請書 

（事業が複数年度にわたる場合） 

△ △ △ 
委任状 

（代理人が申請等をする場合） 

 

☆補助対象の確認 

☆耐震診断・改修技術者の案内 

☆補助申請に関する説明 

管理組合 

事前協議申請 

交付申請 

請求書 

交付額確定通知書 

交付請求 審  査 

交付額確定 

補助金交付 

事業完了 

事業着手 

完了報告書と下記添付書類 

・事業の結果及び内容の詳細を示す書類 

・費用の支払を証する書類（領収証） 

・費用の詳細を証する書類（内訳明細書） 

審  査 

審  査 

交付決定 

審  査 

相談 吹田市 

（60日以内） 

交付申請書 

事前協議完了 


